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１． はじめに 

 

我が国では、近年自然災害が頻発している。この災害に

遭った人々は、長期にわたる避難生活が避けられないもの

となっている。 

著者らは昨年の防衛施設学会年次フォーラムで、十分

な生活用水、特に温水の供給は不便な生活の解消のみな

らず、被災者の健康確保、ひいては災害関連死の低減、

復興の早期化などに、有効な一法であると報告を行っ

た。1) 今回、避難生活における「水」、なかでも避難所

における良好な生活環境の確保に寄与する「生活用水」

に焦点をあて、その有効性を検討した。 

なお、避難所は Shelter と訳されるが、一般に防護シェ

ルターのイメージがある「緊急一時避難施設：ミサイル攻

撃等の際に爆風等からの直接の被害を軽減するための一

時的な避難先として有効なコンクリート造り等の堅ろう

な建築物や地下施設（地下駅舎、地下街、地下道等）」2) は、

滞在時間を数時間程度と想定しているため、本論文の「避

難所」には含まないものとする。 

 

(1) 先行調査 

避難所で必要とされる「水」について、先行する知見

を整理する。 

 

a) 政府の取組み 

政府の方針として「避難所における良好な生活環境

の確保に向けた取組指針（令和４年４月改定）」には、

図-1 に示すように飲料水および生活用水対策の重要

性が明記されている。3) 

 

 
 

図-1 避難所における備蓄等 3) 

 

また同取組指針では、避難所の機能として「被災

者の避難所における生活環境の整備に必要な措置を

講ずるため、(略)入浴及び洗濯の機会確保(略)」す

るため以下のように洗濯設備、入浴・シャワー設備 

図-2 避難所の機能整備 3) 

４ 避難所における備蓄等  

（１） 食料・飲料水の備蓄  

指定避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる食

料・飲料水の備蓄に努めること。また、指定した避難所に食料・飲料水を備蓄

しない場合は、指定避難所が開設された場合に備えて、食料・飲料水の供給計

画を作成すること。（以下略） 

（２） その他備蓄品の備蓄等（略） 

（３） 生活用水の確保  

 飲料水の他に、トイレや避難所の清掃、洗濯、器材の洗浄などの用途に欠かせ

ない「生活用水」の確保が必要になる。命の継続に不可欠な飲料水は支援物資

として確保されるが、その他の用途の水についても、感染症の防止等、衛生面

の観点から、衛生的な水を早期に確保できるようタンク、貯水槽、井戸等の整

備に努めることが望ましいこと。 

２ 避難所の設置と機能整備 

（２） 指定一般避難所の機能 

①～⑥略 

⑦ 災対法第86 条の６に基づき、被災者の避難所における生活環境の整備のため、優

先順位を考慮して、考慮して、必要に応じ、次の設備や備品を整備するとともに、

被災者に対する男女別のトイレ・更衣室・洗濯干し場・授乳室・休養スペースの設

置等によるプライバシーの確保、暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保の他、子

どもの遊びや学習のためのスペースの確保等、生活環境の改善対策を講じること。 

ア～ウ 略 

エ 洗濯機・乾燥機、洗濯干し場 

オ 仮設風呂・シャワー 

以下略 

⑧ 避難生活が長期化した場合、被災者の孤立感を解消し、生きがいや居場所を見出

し、心身の健康を確保していくため、避難所内に喫茶、足湯、集会所等の交流の場

を提供することが望ましいこと。 
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によりトイレ対策を確保
325 55.3 18,774 62.9

うち協定裏による簡易トイレや

仮設トイレ等の優先利用により

確保

72 12.2 7,052 23.6

公立学校の飲料水・トイレ対策

26,504 2,764

飲料水の確保対策(全体)

①小中学校 ②高等学校

断水時のトイレ対策(全体)

断水時のトイレ対策(全体)

26,504 2,764

588 29,856

③特別支援学校 ①～③合計

588 29,856

飲料水の確保対策(全体)

公立学校の飲料水・トイレ対策

の整備や、交流の場としての「足湯」の提供など、生活

用水の提供のケースが具体化されている。(図-2)。 

 

b) 指定避難所の防災機能設備等の確保状況に関する調査

結果 4) 

内閣府が令和 5 年 7 月に公表した全国約 82,000 の指

定避難所における、飲料水と生活用水の用途の一つであ

るトイレ洗浄水に対する対策の整備状況を表-1 に示す。 
 

表-1 指定避難所の機能整備４） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

上記調査によれば避難所において断水時の飲料水の

確保対策済みは74.8 %、トイレ対策済は71.7 %となって

いる。 

しかし、十分な水量の確保が必要な際に学校プール等

を利活用できる浄水装置等の整備率は飲料水用で

12.6 %(飲用井戸利用を含む)、生活用水(トイレ洗浄水)

用では4.7 %にすぎない。 

 

c) 避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査結

果 5) 

同様に文部科学省が令和 5 年 7 月に公表した全国約

29,800 の指定避難所に指定された公立の小中学校・高

校・特別支援学校における、飲料水と生活用水の用途の

一つであるトイレ洗浄水に対する対策の整備状況を表-

2に示す。 

前述 b)のように整備率をまとめると、飲料水の確保

対策済みは80.8 %、トイレ対策済は73.6 %となっている

一方、浄水装置等の整備率は飲料水用で28.7 %、生活用

水(トイレ洗浄水)用で 8.5 %(ともに井戸利用を含む)に

すぎない。 

表-2 避難所に指定されている公立学校の防災機能設

備等の確保状況 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 飲料水と生活用水の「適材適所」 

 1)飲料水と生活用水のちがい 

避難生活に欠かせない水であるが、前記のように利用

目的によって「飲料水」＝「給水支援」と「生活用水」

≒「入浴支援」に大別される。それぞれの特長等を表-3

にまとめる。 

両者の大きな違いとして、水質(清浄度)、必要量、調

達方法がある。 

水質面では飲料水は健康上の安全性のため水道法に

より災害時にも 8 項目の厳格な基準が設けられている

(平常時は 51 項目)が、生活用水には規格等は無く、用

途に応じて独自に管理することとなっている６）。 

必要な量としては、たとえば200 人が滞在する避難所

では3L/人･日×200人=600 L/日、3日(72時間)で 1,800 

L となり、2リットルのペットボトル換算で900 本に相

当する。 

一方、生活用水については内閣府作成「避難所運営ガ

イドライン」が参考にしている「スフィア基準(Sphere 

Standard)：⼈道憲章の枠組みに基づき、⽣命を守るため

の主要な分野における最低限満たされるべき基準」によ

れば、「都市部の中間所得層では、健康と尊厳を保つ 



ためには最低でも1人あたり1日50リットル(L)が適切

な量であるかもしれない。」との示唆があり、これを準

用すれば 1人 1日 50 L/人･日×200 人=10,000 L/日、3

日で30,000 L=約30トンが必要量となる。7) 

このように生活用水の確保のためには、容器による備

蓄や給水車(積載水量 2～4 トンが主流)での搬送では制

約が多く、別に水源との組み合わせを考慮する必要があ

る。 

 

表-3 飲用水と生活用水の比較 

 飲料水 生活用水 

根拠法令等 水道法 明確な規定なし 

水質基準 災害時： 

濁度、遊離残留塩

素、大腸菌、pH、味

など8項目６） 

(平常時は 51 項

目) 

参考として、浴槽水、

遊泳プール水の基準

では、濁度、菌類、有

機物量、pH など4～

8項目 

主な用途 飲用、料理等 洗濯、洗濯、風呂・シ

ャワー、掃除・洗い

物、手指衛生等 

特長 ･安全で衛生的な

水質 

･1人1日3リット

ル目安 

･肌に触れる程度の

安全性が必要 

･1人 1日 50リット

ルとの目安あり７） 

調達の 

しやすさ 

ペットボトルでの

備蓄、給水車での

配送が可能 

井戸、貯水槽、プー

ル、池等大容量の水

源が必要 

 

2)飲料水と生活用水のニーズ調査結果 

著者らは令和5 年 9 月17～18 日に神奈川県横浜市で

開始された「ぼうさいこくたい 2023」(主催：防災推進

国民大会 2023 実行委員会［内閣府、防災推進協議会、

防災推進国民会議］)に生活用水の供給装置を出展し、

浄化処理を実演した。(写真-1，2) 

2 日間で視察者 500～600 名が当ブースに来場し、そ

の人たちに避難生活の水に関するアンケートを実施し、

65名からの回答を得た。 

 

写真-1 ぼうさいこくたい2023 出展の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 「ぼうさいこくたい2023」での来訪状況 

 

 

図-3 アンケート結果(1) 

 

アンケート質問と回答割合は以下のとおりである。 

 

 

図-4 アンケート結果(2) 

 

この結果から生活用水についても飲料水と同じ割合

の人が供給に不安を感じていることがわかった。 

また会場で実演した装置を使っての供給は有効と理

解されたようである。 

Ｑ1）本日の非常用生活水

浄化装置の実演は役に立

ちましたか？ 

Ｑ2）災害時に非常用生

活水浄化装置は、必要だ

と思いますか？ 

Ｑ3）飲料水の備蓄は心配

ないですか？ 

Ｑ4）災害時の生活用水

(トイレ、洗濯の水、シャ

ワーなど)について、心配

していますか？ 



 

図-5 アンケート結果(3) 

 

飲料水の確保率は 7～8 割であるのに対し、生活用水

を確保できる避難所は 1～3 割と推定され、飲料水と同

じ程度の必要性が感じられている生活用水供給とのギ

ャップが課題と考えられる。 

 

３．医療の立場からの意義 

筆者2は、災害医療救護通信エキスパート、医療安全

管理学の研究者である。昨年と同様に災害時の避難所生

活の質の向上のために、特に生活用水の確保の意義につ

いて、医療の立場から述べる。 

 

内閣府の資料によると、高齢者などの災害関連死の原

因は、避難所生活で様々なストレス、(慣れない環境や

特に水のないストレス；トイレを我慢することや肺炎等

の感染症)や基礎疾患の悪化など様々な原因があると報

告されている 8)。 

      

被災者の良好な避難所生活を送るためのストレス軽

減を行う一方法として入浴があげられる 9)。 

入浴には,精神衛生、感染予防、睡眠の確保、免疫力

の向上などが認められている 10), 11)。 

しかし、大量の生活用水の確保が厳しい場合、足  

浴（俗にいう足湯）が効果的である。足浴は、看護や介

護でシャワーや入浴ができない場合の代替え法として

用いられる手軽な方法である 12)。特に女性の冷え性な

どの改善に有効であるとされている 13)。 

 

また避難所での感染症の発生リスクを下げるために

は、感染原因や経路を遮断することである。 

例えば、調理の前に手を洗うことは、食中毒予防に効

果的である。特に下着や衣類を洗濯することで清潔保持

となり、避難所での感染症防止効果が期待できる 10)。 

 

４．生活用水に求められることと対応策 

1) 用途による必要事項 

生活用水の特徴を理解し効率的に提供するため、生活

用水に求められることを表-4に整理する。 

 

 

 

2) 大水量の確保 

生活用水は、1日10トン規模の水量確保が必要となる。 

給水車は飲料水に限定した場合でさえも、大幅に不足

する見込みが報告されている 14)ので、水源が避難所近

隣で確保できることが望ましい。 

 

表-4 用途と要求事項 

用 途 目 的 必要事項 

･風呂・シャワー 

･乳幼児の沐浴 

感染症対策、低

体温症防止、ス

トレス低減 

･お湯が必須 

･浴槽水基準並

みの水質が必要 

･足浴(足湯) 低体温症防止、

ストレス低減 

･同上 

ただし足にビニ

ール袋をかぶせ

ることで水質浄

化は省略可 

･洗濯 

･掃除 

感染症対策、生

活環境回復 

･浴槽水基準並

みの水質が必要 

 

3) 安定供給 

長期にわたり安定的に供給できるために、以下が求め

られる。 

① 処理水コストが安価なこと 

② 消耗品が容易に入手できること(短納期、低コ

ストなど) 

③ 使い勝手が良いこと（操作が容易、機動性が高

い、動力源が確保しやすい、など） 

 

4) 対策と実施例 

これらの必要なことを解決するため、本年度に実施し

たことは、以下のとおりである。 

① シャワー給湯の確認 

組立式シャワールームを製造するメーカーと協力し、

浄化した水を灯油ボイラーで加温しシャワーとして

供給できることを確認した。 

 

写真-3 組立図シャワーブースとの連携 

 

 

Ｑ5）災害時に生活用水が

多量にあれば、食中毒な

どを含む感染症予防に役

立つことをご存じでした

か？ 



② 足浴の提供確認 

Ｈ大学で開催された、避難生活の代替案として大学

キャンパスで野営する実証実験「CAMP in Campus」に

参加し、生活用水を LP ガス給湯器で加温し、足浴を

提供した。 

200 リットル程度のビニールプールに 40℃前後の湯

を安定的に供給でき、参加者に安らぎを与えることが

できた。 

 

 

写真-4  LPガス給湯機を用いた足浴提供のセット 

 

 
写真-5 足浴での明るい表情 

 

③ 操作の容易化のための自動化 

避難所ボランティアとして高校生が操作を受け持

ってくれることを想定し、非常用生活用水浄化装置を

自動化し、操作を簡易化させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 自動化装置の外観 

 

 

写真-7 操作スイッチ 

 

５．現時点の評価 

1)装置面の評価 

1 年前の執筆で、温水供給が必須と当時の課題を書い

た。 

この 1 年で、試行錯誤はあったものの灯油ボイラー、

LP ガス給湯器との組み合わせで、適温の湯を供給でき

ることが実証できた。 

また、操作を簡易化することができ、専門性のない避

難者でも扱える装置に改善ができた。 

 

2)医療の視点からの評価 

避難者の感染症予防、低体温症予防、ストレス低減に

対して湯の供給は不可欠であり、今回、各種給湯器と組

み合わせることで「きれいなお湯」が得られることは「入

浴支援」をサポートする有意義な方法と考える。 

 

６．結論 

生活用水は飲料水と同程度に高い関心をもたれてい

るが、その確保率は飲料水に比べ格段に低い。 

本研究では「避難所における良好な生活環境の確保」

につながる生活用水の温水化について、シャワー、足浴



という2つの用法を実証し良好な結果を得た。 

また、避難所でだれでも扱えるよう、自動制御による

簡易操作が可能な改良機を完成させた。 

 

７．おわりに 

令和 6 年正月早々に、石川県能登半島を中心として、

Ｍ7級の地震（「令和6 年能登半島地震」）が発生した。

著者らは、令和6 年1月 2日に被災地支援のため本装置

と LP ガスの足浴セットを持ち込み、現在は支援体制を

図っている。 

NHK テレビの防災放送では、厳冬下の避難所での厳し

い生活が連日のように報道されている。被災2日目には、

給水車の前にポリタンクを持って並ぶ被災者の長い列

があった。同じころ自衛隊の給水支援車が現地に向かう

とのニュースが流れた。 

アナウンサーが、被災者の人に話しかけるように、自

宅や避難所での衛生管理や過ごし方(食中毒や感染予防

のための手指衛生、トイレのこと、水分補給のこと、首

や足などを冷やさないことなど)を伝え、最後に、目を

つぶるだけでもいいので横になって休んでくださいと

伝えていた。 

このアナウンスを聞いて、中越震災や東北震災の教訓

は、避難所生活の質の向上に生かされてきていると感じ

た。 

微力だが、私たちが生活用水を供給する機器と給湯装

置の組み合わせた実用化を進めたことで、少しでも災害

時の被災者の方々の避難生活を支えられると強く感じ

ている。 
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